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　この研究の目的は、シルバーハウジングにおける医療福祉的ニーズに関する支援の現状と課題について、

大阪府における事例調査を手がかりとして検討することにある。

　シルバーハウジングの医療福祉的支援に関しては、高齢者住宅財団による『生活援助員等業務ハンドブ

ック（改訂版）』において、生活援助員等の業務についての全国的「標準」が提示されている。これを踏ま

えて、地域、あるいは各住宅の生活環境や利用者の個別性に応じた支援を実践していくことが肝要である。
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１、はじめに

（１）研究の目的

　この研究の目的は、シルバーハウジングにおけ

る利用者の医療福祉的ニーズ 1) に関する支援の現

状と課題について検討することにある。

　シルバーハウジングの制度は、住宅施策と福祉

施策の連携により、高齢者等の生活特性に配慮し

たバリアフリー化された公営住宅等と、生活援助

員による日常生活支援サービスとの提供を併せて

行う高齢者向けの住宅であるシルバーハウジング

を実施する、というものである。制度の概略につ

いては以下のとおりである２）。

　入居対象者は日常生活上自立可能な高齢者単身

世帯（６０歳以上）又は高齢者夫婦（夫婦いずれ

か一方が６０歳以上であれば足りる）等で、公営

住宅、地方公共団体の供給する特定優良賃貸住宅

等の入居者資格を満たす者が、その対象となって

いる。なお、事業主体者の長が特に認める場合は、

障害者も入居できる。

　この制度は、平成１８年の介護保険制度の改正

により、以下のように位置づけが変わった。

　この改正の大きなポイントは次の２点である。

　「（１）生活援助員業務は、『地域支援事業』とし

て位置づけられ、自治体の主体的な計画において

実施されることとなる。

　（２）自治体は、住宅形態や高齢者の生活面・健

康面での不安に対応するための安否確認や生活相

談等を実施することが求められている。生活援助

員はシルバーハウジング等の居住者に限定した役

割を担う位置づけだけではなく、これからは一般

団地内居住高齢者等も支援する位置づけも出てく

ると考えられる。生活援助員の派遣は、関連機関

の連携及び各種資源の活用の仕方など、地域の実

情に応じた工夫が必要である。３）」

　シルバーハウジングの目的については、次の２

点を挙げることができる。

　第１の目的として、高齢者の安心・安全の提供

があげられる。経済的な点に関しては、シルバー

ハウジングは一部の公団賃貸住宅を除いて、その

ほとんどは公営住宅であり、低所得の高齢者への

対応を中心に捉えてきたといえる。また、不測の

事態にあたり、生活援助員による支援、対応可能

な利用者同士の助け合いによって、大きな安心・
＊　四條畷学園短期大学　介護福祉学科
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安全が提供されると言えよう。

　第２の目的としては、地域の高齢者福祉の拠点

づくりがあげられる。シルバーハウジングでは、

地域福祉施設と連携をとり、地域全体に福祉的サ

ービスを提供する場ともなりうる。シルバーハウ

ジングと、デイサービスセンターなどが併設され

る場合も少なくない。

　供給される住宅は、手すり、緊急通報システム等、

高齢者の生活特性に配慮した設備・仕様が施され

た集団的に建設される公共賃貸住宅となっており、

利用者に対する日常の生活指導、安否確認、緊急

時における連絡等のサービスを提供する生活援助

員が、住宅戸数概ね３０戸に１人配置されている。

　シルバーハウジングの供給については、昭和

６２年度から実施され、平成２２年３月末までに

全国で 869 団地、23,298 戸が供給（管理開始）さ

れている。４）

（２）先行研究の検討

　シルバーハウジングにおける生活支援について

の先行研究としては、『シルバーハウジングプロジ

ェクトの取組みをめざして』（平成７年度から１７

年度版）、平成１８年からは改題し、より広範な対

象を扱う『高齢者住宅担当者研修会テキスト』（平

成１８年度から２２年度版）をあげることができ

る。財団法人高齢者住宅財団によるこれらの資料

集には、住宅・福祉関連の行政担当者、生活援助員、

生活援助員を派遣する社会福祉法人の担当者や大

学・研究機関の研究者による調査・研究などが収

められている。同法人からは、全国的な研修のた

めのテキストでもある『生活援助員等業務ハンド

ブック（改訂版）』がつくられている。地域での取

り組みの紹介としては、財団法人こうべ市民福祉

振興協会『神戸発３つのＬＳＡ事業』、シルバーハ

ウジングにおける生活支援についてまとめた研究

としては、宮本美奈氏「シルバーハウジングにお

ける生活支援と今後の課題」などがある。

　近年の先行研究から、次のようなことが指摘さ

れている。園田眞理子氏によると、シルバーハウ

ジングの居住者は、元々は健常者だけの居住しか

想定していなかったが、意外なことに、要介護５

で単独居住している居住者もいる。シルバーハウ

ジングをより重度の介護を必要とする高齢者の居

住の場として活用していく方向性も考えなければ

ならない。５）

　また、坂本由紀子氏によると、シルバーハウジ

ングの生活援助に関わる現場からの報告として、

阪神淡路大震災後の復興住宅では、高齢化・単身

化が進み、日常生活で新たな困難を抱える入居者

も出てきている。６）

　シルバーハウジングの支援について考える際、

地域のボランティアの存在が重要となる。この点

に関して峯本佳世子氏は、ある利用者の事例から、

地域の助け合いや見守りを得て、介護予防を心が

け安心な暮しをしていくためには、ボランティア

活動をもっと活性化させる行政の支援も必要であ

ることを指摘している。７）

（３）生活援助員の基本的役割

　シルバーハウジングにおける生活相談員の基本

的役割として、生活相談、安否の確認、緊急時の

対応、一時的な家事援助、地域とのかかわり等が

あげられる。宮本美奈氏による研究８）を参考に、

次のように分類し、まとめてみた。

①��生活相談

　面接などを通じて利用者に安心感を与え、専門

的なことがらについては連携施設等と連絡をとり

対処する。相談の内容としては、健康状態、利用

者間の人間関係などに関するものが多い。　　　

②��安否の確認

　方法としては、団地ごとの一斉放送やインター

ホンによるもの、各戸訪問、新聞のとり入れなど、

場所によって様々である。機器だけに頼らず、日

頃から利用者とふれあい、対応していくことを利

用者は望んでいる。

③��一時的家事援助

　病気など何らかの理由で突発的に日常生活が維

持できない場合に、他の入居者とも連携しながら

短期間、家事援助を行う。なお、平成１３年に「自

炊可能な程度」の身体状態であることが、入居要

件から削除された（厚生労働省および国土交通省

からの通達）こともあり、家事援助は今後増加す

ることが予想される。これは、以前に比べてシル

バーハウジングの入居者を、虚弱な高齢者の層へ

と広げようとする改正となっている。

④��緊急時の対応　

　体調の急変や火災などの緊急事態が起きれば、

生活援助員等に通報される。生活援助員は状況を
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把握し、病院や消防署などの関連機関に連絡する。

必要があれば関係者に連絡したり、病院への付き

添いを行ったりする。

⑤��地域との関わり　

　自治会をはじめ地域組織と連絡を密にとりなが

ら、地域の行事・活動などの情報を利用者に提供

していく。シルバーハウジング内の団らん室を、

地域の人々にも開放し、そこで団らんする場所を

つくり、いわゆる近隣関係をつくることを支援す

ることも必要である。　　　　　

　既に述べたように、特に平成１８年に生活援助

員業務が、「地域支援事業」として位置づけられて

からは、シルバーハウジング等の居住者に限定し

た役割を担う位置づけだけではなく、一般団地内

居住高齢者等も支援する位置づけも出てくると考

えられる。

２、事例調査

（１）調査目的

　この調査の目的は、シルバーハウジングにおけ

る生活環境と医療福祉的支援の現状と課題につい

て検討することにある。

（２）調査の対象と方法

　2007 年から 2008 年にかけて、大阪府における

４か所のシルバーハウジングの生活援助員等を対

象として実施した。調査対象のシルバーハウジン

グ、及び聞き取りを実施させていただいた対象者

については表１のとおりである。調査方法に関し

ては、各シルバーハウジングにおいて、あらかじ

め郵送していた依頼状と質問項目表をもとに、半

構成的面接を実施した。　　

��表１　調査対象のシルバーハウジング一覧

表２　三国住宅・旭丘住宅における生活援助員の

　　　派遣事業実績（平成１８年２月分）

出典：豊中あいわ苑在宅支援センター「生活援助���

　　� 員派遣事情報告書」（平成１８年３月１日）

　　� より引用

表３　三国住宅・旭丘住宅における生活援助員の

　　　派遣事業実績（平成１９年２月分）

出典：豊中あいわ苑在宅支援センター「生活援助

� 員派遣事情報告書」（平成１９年３月１日）

� より引用

（３）調査結果

　生活援助員等による医療福祉的課題についての

調査結果は、表４のとおりである。

３、考察

　シルバーハウジングにおける利用者の多くは、

高齢者へのハード面での配慮がなされている上、

費用が一般の高齢者向け住宅と比較すると安く、

長期にわたって居住するケースが多い。当然、入

居から利用者は年を重ねていくわけであり、加齢

による状況の変化を想定した支援体制が肝要である。
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　ここでは、利用者の加齢に応じた医療福祉的ニ

ーズに関する支援のあり方について検討する。

生活援助員の役割としては、利用者が地域の医療

機関等に診察を受けに行く時に付き添う、緊急時

に医療機関に連絡をとり、救急車を呼ぶといった

ことが従来から行われている。生活援助員は、日

常業務において発生する様々なできごとに対応し

てゆくなかで、利用者の保健医療にニーズを把握

してゆくことが必要である。

　生活援助員は多くの場合一人職場であり、また、

多くの場合医療・保健の非専門家ともいえる生活

援助員に、どの程度の役割を期待してもよいのか

という議論にも妥当性がある。シルバーハウジン

グの利用者の医療福祉的ニーズに関しては、各方

面の専門家に利用者のニーズを果たしてもらえる

ように橋渡しすることが、生活援助員にとっての

基本的なあり方であるといわれている。ここでは、

その「橋渡し」としての役割を少し拡げてとらえ

ることにして、（１）介護予防の実践、（２）慢性

疾患を有する利用者への支援、（３）緊急時の支援、

（４）保健医療福祉サービスとの連携、（５）心理

的支援といった５つの点から、生活援助員の医療

福祉的役割について若干の検討を試みる。

表４　シルバーハウジングにおける医療福祉的課題（生活支援員等対象の聞き取り調査から）
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（１）介護予防の実践

　シルバーハウジングでは創設以来１０年以上の

ところが増加してきており、利用者である高齢者

の介護予防ということがクローズアップされてき

ている。生活援助員の役割としては、こうした事

業の地域での様々な実践を、シルバーハウジング

の利用者にＰＲすること、わかりやすい内容のプ

リントを配布したり、説明会を実施したりして疾

病予防、転倒・骨折などの予防についての知識を

ひろめること、軽い運動や戸外での活動を利用者

が行うように支援すること、利用者に健康診断の

受診をすすめることなどが考えられる。

（２）慢性疾患を有する利用者への支援

　生活援助員の役割について考察してみると、た

とえば、利用者が危機的状態の前兆となることを

想定して、危機的状態における処置方法について

のわかりやすい説明書を入手しておくこと、普段

の安否の確認のときに、慢性病を有する利用者の

危機状態の前兆となる兆候を読み取る備えをする

こと、などがあげられよう。

（３）緊急時の支援

　緊急時への備えがあってこそ、安心安全な生活

が実現するのであるから、地域の関連する医療機

関、福祉施設などとの連携・連絡方法の確立が望

まれる。また、近隣の住民に、シルバーハウジン

グについて認識し、理解してもらうことが有益で

ある。

　大阪府豊中市の事例に見られるように、緊急時

の連絡先として、利用者の家族等やかかりつけの

医療機関をリストにして、利用可能な状態にして

おくことが肝要である。

　また、緊急通報装置の設置場所を利用者の使いや

すい位置に置くこと、あるいは緊急通報装置の使い

方についてよく説明しておくことが必要である。

（４）保健医療福祉サービスとの連携

　生活援助員の役割としては、シルバーハウジン

グに住む高齢者の生活圏において、総合的に提供

されるサービスを案内していくことなどが挙げら

れる。その役割を果たすためには日頃から、関連

施設と少しでもよいから連絡しあい、情報交換す

る体制を構築していくことが肝要である。

　また、一人職場であることが多い生活援助員に

多少のバックアップが必要となろう。保健医療福

祉機関ができるだけオープンに生活援助員に情報

を流していくこと、生活援助員を対象とした研修

でこうした内容を学ぶ機会をつくること、あるい

は健康面に詳しいボランティアの活用などが有効

と思われる。

　地域における連携に関しては、地域包括支援セ

ンターや生活援助員を派遣している法人のケアマ

ネジメントの方針が異なる場合に、問題がある。

（５）心理的支援

　生活援助員は、利用者の痛みを自分の痛みとし

て、つらさを理解してくれる存在として役割を果

たすことができる。

　さらに、近年、利用者を支援していく上で認知

症ケアの重要性が増しており、生活援助員を対象

とした研修のテーマとしてあげられているケース

も増えてきている。

　高齢者住宅財団による『生活援助員等業務ハン

ドブック（改訂版）』が 2006 年に出版され、全国

的に用いられているが、この中でも、利用者への

心理的支援についての重要性が指摘されている（例

えば、表５、表６を参照）。

チェックポイント

□　心身の機能低下の状況が年齢相応かどうか。とくに、身体的・精神的な疾病がある場合の病

� 識の有無。

□　喪失体験の影響はどうか。とくに自分の経済的状態をどのようにとらえ、自覚しているか。

□　交友関係と人的交流の程度はどのようになっているか。

□　病弱化するとどのような言動が起こりやすくなるのか。

□　認知症の初期症状とはそのような症状なのか。

表５　生活援助員等の「高齢者の生活と心理」についてのチェックリスト

出典：高齢者住宅財団編『生活援助員等業務ハンドブック　改訂版』2006 年　P.18
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うな視点からのシルバーハウジングについての事

例調査を地道に積み重ねていく必要がある。

　さらにシルバーハウジングにおいては、「生活援

助員と利用者」といった 2者の関係だけではなく、

利用者同士の相互関係においても、生活環境を変

容させていく試みもまた、重要である。こうした

点についての事例研究については、今後の課題と

して残されている。

　

（注）

１）「医療福祉」の概念については様々な捉え方があるが、

本稿では、保健・医療と社会福祉を合わせた総合的

な概念として用いることにする。

２）高齢者住宅財団編『高齢者住宅担当者研修会テキスト』

（平成 21年度版）を参照。

３）高齢者住宅財団編『生活援助員等業務ハンドブック

（改訂版）』２００６年　P. ２。また、地域支援事業

の目的については、次のとおりである。「地域支援事

業は、介護予防事業、包括的支援事業（介護予防ケ

アマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護

業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

をいう。）及び、その他の地域支援事業を行うことに

より、被保険者が要介護状態又は要支援状態（以下「要

介護状態等」という。）となることを予防するととも

に、要介護状態となった場合においても、可能な限り、

地域において自立した日常生活を営むことができる

ように支援することを目的とする」（厚生労働省・地

域支援事業実施要綱）。

４）高齢者住宅財団編『高齢者住宅担当者研修会テキスト』

（平成２２年度版）P. １４５-１５９。

５）園田眞理子「これからの高齢者住宅のあり方」高齢

者住宅財団編『高齢者住宅担当者研修会テキスト』（平

成２０年度版）P. １４９。

３、まとめにかえて

　本稿では、シルバーハウジングにおける生活環

境と医療福祉について、大阪府における 4つの住

宅での聞き取り調査を手がかりとして検討した。

　シルバーハウジングは、阪神淡路大震災の復興

のときに多く建設されたが、それ以外の住宅も含

め、利用者の高齢化が進行している。9）そのなかで、

心理的支援を含めた医療福祉的支援を実践する重

要性は増してきている。

　近年、高齢者の支援においても、エンパワメン

トという概念が一般化してきている。ここで、エ

ンパワメントとは、R. アダムスの定義にしたがっ

て次のような意味で用いることにする。「エンパ

ワメントは、個人、グループ、そして、あるいは

コミュニティが自分自身の環境をコントロールで

きるようになり、自分たちの目標を達成し、それ

によって自分自身も他者も生活の質を最大限にま

で高めるように援助する方向で働けるようになる

ことである。」10）今後は、生活援助員がシルバーハ

ウジングの利用者をエンパワメントしていくこと

によって、利用者が生活環境との相互作用の中で、

より生活の質を高めていくことができる状況を作

っていくことが肝要である。

　今後の研究課題は、次のとおりである。

　すでに述べたように、高齢者住宅財団による『生

活援助員等業務ハンドブック（改訂版）』において

は、生活援助員等の業務についての全国的「標準」

が提示されている。これを踏まえて、地域、ある

いは各住宅の生活環境、利用者の個別性に応じた

支援が必要であり、そのためにはさらに、このよ

表６　生活援助員等の「認知症高齢者のケア」についてのチェックリスト

チェックポイント

□　どのような問題行動がみられるか。

□　転居や配偶者との死別、デイサービスやデイケアの利用、訪問介護員（ホームヘルパー）の交代

� など、環境の変化はなかったか。

□　生活援助員との関係がうまくとれているか。

□　脱水症や便秘となっていないか。

□　病気やけがにかかっていないか。

□　家族以外に、家の外でグループ活動に参加したり、親しくつきあう人がいるか。

出典：高齢者住宅財団編『生活援助員等業務ハンドブック（改訂版』』2006 年　P.46
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６）坂本由紀子「地域型仮設住宅から復興住宅へ（２）」

高齢者住宅財団編『高齢者住宅担当者研修会テキス

ト』（平成１９年度版）P. ２２０。

７）峯本佳世子『被災高齢者の生活復興と地域見守りの

展望』久美　２００５年　P. １０２。

８）宮本美奈「シルバーハウジングにおける生活支援と

今後の課題」『ソーシャルワーク研究�Vol. ２７　

No. ３』２００１年を参照。

９）今回の調査時では、例えば吹田市古江台住宅では利

用者の平均年齢が７４．５歳、大東市末広住宅では

７７．８歳となっている。

10）R.Adamus,　Social�Work�and�Empowerment：

Third�Edition，Palgrave�Macmillan�2003

�（杉本敏夫・斎藤千鶴監訳）『ソーシャルワークとエ

ンパワメント』ふくろう出版　２００７年　P. ９。
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